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 １ 検討の背景等 

 

 （１） 背景 

○ 規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）において、畜舎に

係る消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づく各地域の規制の実態を

調査し、規制の見直しを行う必要があるか検討を行うこととされた。 

○ これを踏まえ、消防庁においては、畜舎における消防法令の適用状況

に係る調査を実施したところであり、当該調査の結果、「畜舎等の建築

等及び利用の特例に関する法律」（令和３年４月 22 日衆議院可決、令

和３年５月 12 日参議院可決）の施行時期を目途として、政省令の改正

を基本に畜舎における特例基準を定めることにより、判断基準の明確

化、統一化を図ることとなった。 

○ 以上から、今般、「予防行政のあり方に関する検討会」の部会として

本検討会を開催し、畜舎における消防用設備等の特例基準について検

討する。 

 

 （２） 検討の進め方とスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜第１回検討部会（令和３年５月 20 日）＞ 

○消防用設備等に係る特例の状況について 

○畜舎の実態調査について 

○畜舎における消防用設備等の特例基準に関する検討課題につい

て 

 ＜第２回検討部会（令和３年●月●日）＞ 

○現地視察の報告 

○課題と対応案について 

○報告書の骨子（案） 

 ＜第３回検討部会（令和３年●月●日）＞ 

○まとめ 

 法令改正の準備（畜舎に係る新法の施行時期を目途に準備） 
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 ２ 検討の体制 

   検討部会の構成員は次のとおり。 

（敬称略 五十音順） 

 

    ＜委員＞ 

   内山 智文  大隅肝属地区消防組合消防本部予防課長 

國重 愼二  第一総合法律事務所弁護士 

河野 守      東京理科大学理工学研究科国際火災科学専攻教授 

坂本 修三  一般社団法人日本養鶏協会 

◎関澤 愛   東京理科大学総合研究院・火災科学研究所教授 

竹延 哲冶  一般社団法人日本養豚協会代表理事会長代行 

中野 聡範  盛岡地区広域消防組合消防本部予防課長 

中林 正悦  全国肉牛事業協同組合理事長 

三浦 啓   北海道建築士事務所協会副会長 

   水木 慶一  とかち広域消防事務組合とかち広域消防局予防課長 

 
＜オブザーバー＞ 

国土交通省住宅局建築指導課 

全国消防長会 

農林水産省生産局畜産部畜産企画課 

 

（◎：部会長） 
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 ３ 消防用設備等に係る特例の適用状況について 

（１）畜舎に係る主な消防用設備等の設置基準の概要 

  ア 消火設備 

    

消火器 ・延べ面積 300 ㎡以上 

・指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯

蔵し又は取り扱うもの。 

・危政令別表第４に掲げる数量以上の指定可燃物を貯

蔵し又は取り扱うもの 

・地階、無窓階又は３階以上の階で、床面積が 50 ㎡以

上のもの 

屋内消火栓

設備 

・延べ面積 1,000 ㎡以上 

・地階、無窓階又は４階以上の階で、床面積が 200 ㎡以

上のもの 

・主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内

に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物

にあっては当該数値の三倍の数値・主要構造部を耐

火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第

二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、

かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難

燃材料でした防火対象物にあっては当該数値の二倍

の数値 

屋外消火栓

設備 

・耐火建築物・・・１、２階の床面積の合計 9,000 ㎡以

上 

・準耐火建築物・・・１、２階の床面積の合計 6,000 ㎡

以上 

・その他の建築物・・・１、２階の 3,000 ㎡以上 

・同一敷地内にある二以上の建築物（耐火建築物及び準

耐火建築物を除く）で、当該建築物相互の１階の外壁

間の中心線からの水平距離が１階にあっては３m 以

下、２階にあっては５m以下である部分を有するもの

は、一の建築物とみなして面積を算定する。 

特殊消火設

備 

・駐車の用に供される部分は、１階の床面積 500 ㎡以上 

・発電機・変圧器その他の電気設備が設置されている部

分の床面積 200 ㎡以上 

・ボイラー室等の設置されている部分の床面積 200 ㎡

以上 

・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分は、危政令別

表第４で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱

うもの 
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イ 警報設備 

 

自動火災報

知設備 

・延べ面積 1,000 ㎡以上 

・地階、無窓階及び３階以上階で、床面積が 300 ㎡以上

のもの 

ガス漏れ火

災警報器 

・令別表第一に掲げる建築物又は工作物で、その内部

に、温泉の採取のための設備（温泉法（昭和二十三年

法律第百二十五号）第十四条の五第一項の確認を受

けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において

温泉を採取するための設備を除く。）が設置されてい

るもの及び可燃性ガスが自然発生するおそれがある

ものとして消防長・消防署長が指定する防火対象物

の部分 

漏電火災警

報器 

・間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った

鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外

の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは

下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天

井を有するもの 

・延べ面積 1,000 ㎡以上（消防機関へ通報する火災報知

設備は、延べ面積 1,000 ㎡以上で設置を要するが、一

般加入電話等を設置した場合には、当 該設備を省略

することができる。） 

・契約電流容量 50A を超えるもの 

消防機関に

通報する火

災報知設備 

・延べ面積が 1,000 ㎡以上のもの 

※消防機関へ常時通報することができる電話を設置し

たときは、火災報知設備を設置しないことができる。 

非常警報設

備 

・収容人員が五十人以上のもの 

・地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの 
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ウ 避難設備 

 

誘導灯 ・地階、無窓階及び 11 階以上の部分 

誘導標識 ・全ての防火対象物 

※誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置

しないことができる 

    

エ 消防用水 

 

消防用水 ・敷地面積が 20,000 ㎡以上あり、かつ、１階及び２階

の床面積の合計が耐火建築物は 15,000 ㎡以上、準耐

火建築物は 10,000 ㎡以上、その他の建築物は 5,000

㎡以上のもの。 

※同一敷地内に建築物が二以上ある場合において、こ

れらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の

中心線からの水平距離が、一階にあつては三メート

ル以下、二階にあつては五メートル以下である部分

を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積

を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準

耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の

建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除し

た商の和が一以上となるものであるときは、これら

の建築物の設置基準については、一の建築物とみな

す。 
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（２）32 条の適用状況 

  ○ 畜舎は、消防法令に基づき、面積に応じ、消火器のほか、屋内消火栓

設備や屋外消火栓設備、消防用水、自動火災報知設備などの消防用設備

等の設置が必要となる。ただし、管轄消防本部の消防長・消防署長の判

断により、各畜舎の具体的な位置や構造等が一定の要件に適合すると認

められる場合は、消防法施行令第 32 条の規定に基づく特例を適用し、

消防用設備等の設置を免除できるものとされている。 

  ○ 消防庁では、技術的助言として、特例の適用に際しての要件に係る質

疑応答を通知発出している。各消防本部では、当該技術的助言の内容に

沿って、運用がなされている。 

○消防庁では、全国の消防本部に対し、畜舎の用途に供する防火対象物

（※１）について、消防法施行令第 32 条に基づく特例を適用し、消防用

設備等の設置を免除した事例について調査を行った。（※２） 

  

※１畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業に係る予算成立日（平成 28

年１月 20 日）以降に着工したもので、自動火災報知設備の設置義務の

対象となるもの（延べ面積 1,000 ㎡以上のもの） 

※２「畜舎に係る消防法施行令第 32 条の適用事例の報告について」（令

和２年９月 18 日消防予第 314 号） 

 

○その結果、回答のあった 1,891 件の畜舎のうち、消防法施行令第 32 条

に基づく特例を適用しているものが 1,875 件(99.2％)、適用していない

ものが 16 件(0.8％)であった。 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適⽤している 

1875 件
(99.2％) 

その他 
171 件(9.0％) 

消⽕器及び 
誘導灯⼜は
誘導標識 

適⽤していない 

16 件(0.8％) 

○特例を適用していない理由（16 件） 

 

〈消防庁通知で示した要件に該当しないもの〉 

 ・周囲に住宅地、山林や建築物があり、出火し

た場合に空地不十分で周囲への延焼危険があ

るため(７件) 

〈消防庁通知で示した要件には該当するが、消防

本部において、特例の適用は不可と判断したも

の〉 

 ・過去に管内の畜舎で火災が発生し、大きな被

害となった事例があったため(２件) 

 ・避難上又は消防活動上有効な開口部を有して

いないため (２件） 

 ・研究施設としての畜舎であり、出火危険及び

人命危険が少なくないと判断したため(１件) 

〈その他〉 

 ・施主の意向によるため(１件) 

 ・調整中（３件） 

消⽕器のみ 

1466 件(77.5％) 

特例の適用状況 
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４ 畜舎の実態について 

（１）視察結果 

   ア 浦幌デーリィファーム（北海道十勝郡浦幌町） 

  別添資料（非公開）のとおり。 

 

イ 株式会社Ｂ＆Ｍ（北海道帯広市浦幌町） 

  ○調査日 令和３年３月 12 日 

○敷地面積 30,369 ㎡、 

○敷地内棟数 ４棟 

○収容人員 ４名 

○ロボット搾乳牛舎Ａ棟 

・平屋建 

・延べ床面積 3,635 ㎡ 

・鉄骨造 

・建物の使用方法：乳牛の飼育及び搾乳 

・設置されている消防用設備等：消火器 

○ロボット搾乳牛舎Ｂ棟 

   ・平屋建 

・延べ床面積 3,635 ㎡ 

・鉄骨造 

・建物の使用方法：乳牛の飼育及び搾乳 

・設置されている消防用設備等：消火器 

○ポンプ・機械室棟 

      ・平屋建 

・延べ床面積 58 ㎡ 

・鉄骨造 

・建物の使用方法：バイオガス発酵槽関連施設 

・ 設置されている消防用設備等：なし 

○堆積場棟 

・平屋建 

・延べ床面積 51 ㎡ 

・鉄骨造 

    ・建物の使用方法：バイオガス発生に利用された後の堆肥の保管 

・設置されている消防用設備等：なし 
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ウ 牧原牧場（鹿児島県鹿屋市串良町） 

  ○調査日 令和３年３月 24 日 

○敷地面積 20,021 ㎡ 

○敷地内棟数４棟 

○収容人員３名 

○ドーム舎 

・平屋建 

・延べ床面積 1,111 ㎡ 

・鉄骨造 

・建物の使用方法：食用牛の飼育 

・設置されている消防用設備等：消火器 

○分娩・育成舎 

・平屋建 

・延べ床面積 1,106 ㎡ 

・木造 

・建物の使用方法：食用牛の飼育 

  ○堆肥舎 

・平屋建 

・延べ床面積 480 ㎡ 

・鉄骨造 

・建物の使用方法：堆肥の保管 

・設置されている消防用設備等：なし 

○倉庫棟 

・平屋建 

・延べ床面積 300 ㎡ 

・鉄骨造 

    ・建物の使用方法：飼料の保管、従業員の休憩 

      ・設置されている消防用設備等：消火器 
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エ 石原畜産（鹿児島県鹿屋市串良町） 

○調査日 令和３年３月 24 日 

○敷地面積 21,193 ㎡ 

○敷地内棟数 10 棟 

○収容人員２名 

○牛舎１ 

・平屋建 

・延べ床面積 1,107 ㎡ 

・鉄骨造（一部木造） 

○建物の使用方法：食用牛の飼育 

○設置されている消防用設備等：消火器 

○牛舎２～９ 

・平屋建 

・延べ床面積 1,023 ㎡ 

・鉄骨造（一部木造） 

○建物の使用方法：食用牛の飼育 

○設置されている消防用設備等：消火器 

○管理事務所 

・平屋建 

・延べ床面積 情報なし㎡ 

・建物の使用方法：従業員の休憩等 

・設置されている消防用設備等：消火器（任意） 

○堆肥舎（別敷地 ※道路を隔てた北側） 

・平屋建 

・延べ床面積 情報なし㎡ 

・建物の使用方法：従業員の休憩等 

・設置されている消防用設備等：なし 
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オ うしの中山（鹿児島県鹿屋市串良町） 

○調査日 令和３年３月 24 日 

○敷地面積 Ａ敷地 約 17,000 ㎡、Ｂ敷地 約 17,000 ㎡、 

       Ｃ敷地 約 17,000 ㎡、Ｄ敷地 約 8,000 ㎡、 

        Ｅ敷地 約 6000 ㎡ 

○敷地内棟数 Ａ敷地 13 棟、Ｂ敷地 13 棟、Ｃ敷地 13 棟、 

Ｄ敷地 8 棟、Ｅ敷地 5 棟 

○収容人員 30 人 

○肥育舎（計 42 棟） 

      ・1 階建、延べ床面積 840～1,350 ㎡、 

   ・鉄骨造 

      ・建物の使用方法:食用牛の飼育 

      ・設置されている消防用設備等：消火器 

○倉庫（計３棟） 

   ・1 階建、延べ床面積 320~350 ㎡、 

   ・鉄骨造 

   ・建物の使用方法:資材の保管 

   ・設置されている消防用設備等：消火器 

○堆肥舎（計６棟） 

      ・平屋建 

・延べ床面積 800～2,000 ㎡、 

   ・鉄骨造 

      ・建物の使用方法：堆肥の保管 

      ・設置されている消防用設備等：消火器 

○事務所 

   ・平屋建 

・延べ床面積 160 ㎡、 

   ・鉄骨造 

   ・建物の使用方法:資材の保管 

   ・設置されている消防用設備等：消火器 
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（２）火災の状況 

 ア 過去３年の畜舎における火災の焼損程度 

○ 過去３年において、畜舎は１００件以上の火災が発生している。 

○ 畜舎の焼損程度は、全焼の割合が大きく、火災が発生すると被害が大

きいことが分かる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 

平成 30 年 

平成 29 年 
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イ 過去３年の畜舎における火災による焼損面積平均及び損害額平均 

○畜舎の焼損面積の平均は、全体に比べて焼損面積が大きい。 

○畜舎の損害額の平均は、焼損面積と同様に損害額についても大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年 

平成 30 年 

平成 29 年 



14 
 

ウ 過去３年の畜舎における火災の出火原因 

○出火原因をみると、電気関係やたき火による出火が多い。 
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５ 消防用設備等の特例基準について 

（１）共通事項について 

  ア 畜舎 

＜特例の適用における基本的方針の考え方＞ 

○「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案」（参考資料２

参照）の施行時期を目途として、政省令の改正を基本に畜舎にお

ける特例基準を定めることにより、判断基準の明確化、統一化を

図る。 

○特例基準は、次に該当する畜舎を対象とし、当該畜舎の構造や関

連する施設等の形態、従業員の数や滞在時間等の実態に応じた合

理的なものとする。また、現在の特例の適用状況を踏まえた最低

限の内容とする。 

 ・畜舎の周囲に十分な空地を保有する等、出火した場合に他への

延焼のおそれが少ないこと。 

 ・出火の危険や避難上の支障が少ないこと。特に、人命危険のお

それが極めて少ないこと。 

 

  イ 関連施設 

  ウ 構造 

  エ 居室 

  オ 周囲の状況 

 

（２）消防用設備等の特例内容について 

  ア 消火設備 

  イ 警報設備 

  ウ 避難設備 

  エ 消防用水 

 

６ 今後の課題 

  

第１回及び第２回検討部会の

議論を踏まえ記載 

（資料２－２参照） 


